
公益社団法人 愛媛労働基準協会 

・ 労働安全衛生規則第 12条の６の規定により、化学物質管理者を選任した事業場は、リスク

アセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理

責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当さ

せなければならないこととされています。 

・ 保護具着用管理責任者は、「保護具に関する知識を有すると認められる者のうちから選任す     

ること」とされており、次の(1)～(6)のいずれかに該当する者が含まれます。なお、(1)～(6)のいず

れかに該当する場合であっても、保護具に関する教育を受講することが望ましいとされていま

す。また、(1)～(6)のいずれかに該当する者を選任できない場合は、上記の保護具の管理に関

する教育を受講した者を選任します。 

     (1) 化学物質管理専門家の要件に該当する者 

 (2) 作業環境管理専門家の要件に該当する者 

     (3) 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 

(4) 第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者 

(5) 作業に応じ特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛の作業主任者技能講習を修了した者 

(6) 安全衛生推進者の選任に関する基準に該当する者 

・ 保護具着用管理責任者の選任は、令和６年４月から義務化されます。 

・ この講習は、通達に基づき、保護具によりリスクアセスメント対象物のばく露防止措置を講ずる

事業場を対象とした、保護具着用管理責任者を選任するための講習です。保護具着用管理責

任者への就任を予定される方には、是非とも受講いただきますようご案内いたします。 

 

受付開始： 原則 、開催日の２ヶ月前（その日が土・日、祝祭日の場合はその翌日) 

申込締切： 開催日の２週間前 (その日が土・日、祝祭日の場合はその前日) なお、定員に達した 

場合は締切日前でも締め切ります 。 

            手続方法： 窓口申込、郵送申込(現金書留、銀行振込)の方法があり、詳細はホームページを参照く 

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※キャンセルの場合の取扱いは、協会ホームページをご確認ください。 
 
全科目を受講した方に対して、修了証を交付いたします。 
 

科  目  時 間 

保護具着用管理 ０．５時間 

保護具に関する知識 ３時間 

労働災害の防止に関する知識 １時間 

関係法令 ０．５時間 

（実技）保護具の使用方法等 １時間 

合計 ６時間 ・・・ この時間には休憩時間を含んでおりません。 

     実際の講習では休憩時間を考慮した時間配分となっています。 

区 分 受講料(税込) テキスト代(税込) 合計(税込) 

一  般 １５，４００円 
２，７５０円 

１８，１５０円 

会  員  １３，２００円 １５，９５０円 

保護具着用管理責任者教育 案内書 
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特に制限はありません。 

 


